
 

 

 

 

 

広報
議会対応

調整会議を適時開催

重点対処方針の決定
自衛隊等応援要請の決定
知事への要請事項の決定

重要事項の決定

本部会議

重点対処方針の検討
活動方針指示

事務局オペレーター

運営支援班

事　務　局　長

人事班

総括グループ 広報調整グループ

情報管理班

災　害　情　報　の　流　れ

市　　　　　民

活動組織

①

②

①´

⑤

災害情報動員参集情報庁舎等被害情報 避難所情報

地図及びプロジェクター表示
状況・指示内容・対応結果

情報収集

事務局内情報の共有

部長等からの本部決定事項の指示

事務局長から活動方針の指示

本部情報の共有

③様式３ ④様式４ ⑤様式２，６ ⑥様式５

⑦

⑧

⑨口頭

⑨

⑨

⑩様式７

⑩

⑩

⑨

様式２－２作成
様式５－２作成
様式６－２作成

様式３－２作成 様式４－２作成
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３　血液型

４　住　　　所

５　連絡先電話番号

６　参集所要時間

様式１

個 人 参 集 票
　　　平成　　　　年　　　月　　　日　現在

所 属 勤務場所

フ リ ガ ナ　 職員番号職 級 ・ 氏 名　　　　　　　 ・
血液型 Ａ ・ Ｂ ・ Ｏ ・ＡＢ

住 所

連 絡 先　自　宅　・　その他（　　　　　） 携帯電話
電 話 番 号　　　　　－　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　－　　　　　

参集所要時間
通勤手段による所要時間 時間　　　　　分
大規模災害等を想定し、最も迅速な手
段による所要時間 （自転車・単車）　時間　　　　　分

事
 
務
 
分
 
掌

所
属
部
局
・
班

私
の
事
務

提 出 理 由 １　人事異動 ２　住所変更 ３　その他（　　　　　　　
（発生年月日）   　　年　　月　　日    　　年　　月　　日    　　　　  年　　月　　日

備　　考

　※　記入例 １　所属 ○○部（局）　　　○課

２　勤務場所 ○○課　　　　　　○担当　係

該当する血液型を○で囲む。

○丁目○番○○号、○○○マンション○○○号室まで記入する。

自宅・その他　　該当する方を○で囲む。

　　　　その他に○の者は、（　　）に該当事項を記入する。

　　　　例　（　○　○　方　、呼出　）

携帯電話　　　　　　携帯電話所有はその電話番号を記入する。

※　招集の連絡は有線電話番号により行う。

　　　ただし、携帯電話のみの者については、携帯電話に行う。

① 通勤手段よる所要時間

　　通勤届による、通常の通勤所要時間を記入する。

② 大規模災害を想定し、最も迅速な手段による所要時間

　　（自転車・単車）　該当欄を○で囲む　自動車での参集は認めない。

※　自転車は時速１５ｋｍ　単車は時速２５ｋｍで計算すること。  
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様式2

緊急・応急被災状況報告書

私見

    建築物の全･半壊､道路･橋り ょ う の通行可否(車､オート バイ ､徒歩)､人の死亡･行方不明､

    負傷･未救出等の被害の状況と ､被害を受けていない場所の状況等を図示して下さい｡

 報告地  報告要旨

 数値情報(確認･推定の別)
　全壊　　　　　　　　　　　　　　　全焼
　半壊　　　　　　　　　　　　　　　半焼
　部分倒壊　　　　　　　　　　　　　部分焼

その他数値情報

 概要図

       　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 平成　  年 　 月 　 日

  報告者所属： 　           　        　　　　　　役職：            　 　 　 　 　 　 　 　 氏名：

  情報入手場所：                     　 　 　 　   　情報入手時間：     　 日    　 時   　 分

  通報者　 氏名：                       性別： 男･女　 年齢(推･実)：      才  関係

        住所：                 　　　          　 　 　 　 　 　 Ｔ Ｅ Ｌ  　 　   －　    －
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様式２－２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ

指令番号 月日 受付時間 場　　　　所 対象 指令発信チェック 活動開始時間 対応班 備　　　考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

災　　害　　情　　報　　受　　付　　一　　覧　　表

76



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式3

受信者

備考

庁舎等被害情報

庁舎の状況

施設の状況

受信時間 部、班名 発信者
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様式３－２

課（室）名 チェック欄 庁舎の状況 施設の状況 備考
危機管理室
秘書室
政策推進室
総合計画策定室
行財政改革室
広報広聴室 
広報課
市政情報相談課
法務文書課
職員課
人材育成室
人事課
福利厚生課
情報化推進室
統計課
管財課
財政課
調度課
税制課
市民税課
固定資産税課
収納対策室
納税課
文化国際課
男女共同参画課
人権室
人権室　人権啓発課
人権室　人権同和調整課
長瀬人権文化センター
荒本人権文化センター

庁　舎　等　破　損　状　況　一　覧　表

行政管理部

財務部

人権文化部

危機管理室
秘書室

経営企画部
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様式３－２

課（室）名 チェック欄 庁舎の状況 施設の状況 備考
市民総務室
市民課
日下行政サービスセンター
四条行政サービスセンター
中鴻池行政サービスセンター
若江岩田駅前行政サービスセンター
楠根行政サービスセンター
布施駅前行政サービスセンター
近江堂行政サービスセンター
地域振興室
まちづくり支援課
消費生活センター
医療保険室
保険管理課
資格給付課
保険料課
国民年金課
医療助成課
経済総務課
モノづくり支援室
商業課
労働雇用政策室
農政課
健康福祉企画課
法人指導課
生活福祉課
障害者支援室
長瀬障害者センター
荒本障害者センター
高齢介護室
高齢介護課

庁　舎　等　破　損　状　況　一　覧　表

市民生活部

経済部

健康福祉局
福祉部
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様式３－２

課（室）名 チェック欄 庁舎の状況 施設の状況 備考
介護保険室　介護保険料課
介護保険室　介護認定給付課
こども家庭室
こども家庭課
子育て支援課
保育課
東福祉事務所
中福祉事務所
西福祉事務所
　保護第一課
　保護第二課
　福祉課
保健所
保健所　地域健康企画課
保健所　食品衛生課
保健所　環境薬務課
保健所　健康づくり課
保健所　東保健センター
保健所　中保健センター
保健所　西保健センター
環境衛生検査センター
斎場管理課
東診療所
環境企画課
循環社会推進課
環境事業課
東部環境事業所
中部環境事業所
西部環境事業所
北部環境事業所
美化推進課

庁　舎　等　破　損　状　況　一　覧　表

健康福祉局
福祉部

健康福祉局
健康部

環境部
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様式３－２

課（室）名 チェック欄 庁舎の状況 施設の状況 備考
環境整備課
公害対策課
産業廃棄物対策課
建設企画総務室
検査室
土木工営所
都市整備庶務課
都市づくり課 　
都市開発室
連続立体交差推進室
街路整備室
土木環境課
道路管理課
道路整備課
交通対策室
公園緑化室
公園緑化室　みどり対策課
公園緑化室　公園管理課
公園緑化室　公園整備課
住宅政策課
住宅改良室
建築営繕室
建築指導室
建築指導室　建築審査課
建築指導室　開発指導課
建築指導室　指導監察課
総務課
医事課

庁　舎　等　破　損　状　況　一　覧　表

環境部

建設局

都市整備部

土木部

建築部

総合病院事務局
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様式３－２

課（室）名 チェック欄 庁舎の状況 施設の状況 備考
総務課
人事教養課
予防広報課
警備課
通信指令室
東消防署
中消防署
西消防署
出納室
経営企画室
総務課
管財課
経理課
お客様サービス課
営業システム課
収納対策課
施設整備課
給水課
維持管理課
配水管理センター
下水道総務課
計画課
事業調整課
水洗化促進センター
業務課
下水道管理課
施設課
建設室
河川課

消防局

庁　舎　等　破　損　状　況　一　覧　表

警防部

総務部

出納室
上下水道局

上下水道局
水道総務部

上下水道局
水道施設部

上下水道局
下水道部
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様式３－２

課（室）名 チェック欄 庁舎の状況 施設の状況 備考
教育企画室
学校教育推進室
教育センター
人権教育室
総務課
施設整備課
学事課
教職員課
学校給食課
社会教育課
青少年スポーツ室
文化財課
図書館総務室
花園図書館
永和図書館
旭町図書館
長瀬青少年センター
荒本青少年センター
社会教育センター
青少年女性センター
総務課
選挙課
事務局 
事務局 
事務局
庶務課
議事調査課
備考　　ただし各課所管施設を含む

監査委員会
公平委員会
農業委員会

議会事務局

学校管理部

社会教育部

選挙管理委員会

教育総務部

庁　舎　等　破　損　状　況　一　覧　表

教育委員会
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様式4

部
（　　　　年　　月　　日　　　時　　　分現在）

配備区分 発令時分
所属 役職名 配備場所 到着時間 備考

男 女 合計配備場所所属

動員報告書

氏名
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様式4－２

男 女 合計 男 女 合計

危機管理室
秘書室
政策推進室
総合計画策定室
行財政改革室
広報広聴室 
広報課
市政情報相談課
法務文書課
職員課
人材育成室
人事課
福利厚生課
情報化推進室
統計課
管財課
財政課
調度課
税制課
市民税課
固定資産税課
収納対策室
納税課
文化国際課
男女共同参画課
人権室
人権室　人権啓発課
人権室　人権同和調整課
長瀬人権文化センター
荒本人権文化センター
市民総務室
市民課
日下行政サービスセンター
四条行政サービスセンター
中鴻池行政サービスセンター
若江岩田駅前行政サービスセンター
楠根行政サービスセンター
布施駅前行政サービスセンター
近江堂行政サービスセンター
地域振興室
まちづくり支援課

経営企画部

行政管理部

人員配置状況一覧表

チェック
欄

日
　時　　分

市民生活部

財務部

人権文化部

日
　時　　分配置人員課（室）名

危機管理室
秘書室
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様式4－２

男 女 合計 男 女 合計

消費生活センター
医療保険室
保険管理課
資格給付課
保険料課
国民年金課
医療助成課
経済総務課
モノづくり支援室
商業課
労働雇用政策室
農政課
健康福祉企画課
法人指導課
生活福祉課
障害者支援室
長瀬障害者センター
荒本障害者センター
高齢介護室
高齢介護課
介護保険室　介護保険料課
介護保険室　介護認定給付課
こども家庭室
こども家庭課
子育て支援課
保育課
東福祉事務所
中福祉事務所
西福祉事務所
　保護第一課
　保護第二課
　福祉課
保健所
保健所　地域健康企画課
保健所　食品衛生課
保健所　環境薬務課
保健所　健康づくり課
保健所　東保健センター
保健所　中保健センター
保健所　西保健センター
環境衛生検査センター

経済部

健康福祉局
福祉部

健康福祉局
健康部

課（室）名
チェック
欄

配置人員
日

　時　　分
日

　時　　分

市民生活部

人員配置状況一覧表
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様式4－２

男 女 合計 男 女 合計

斎場管理課
東診療所
環境企画課
循環社会推進課
環境事業課
東部環境事業所
中部環境事業所
西部環境事業所
北部環境事業所
美化推進課
環境整備課
公害対策課
産業廃棄物対策課
建設企画総務室
検査室
土木工営所
都市整備庶務課
都市づくり課 　
都市開発室
連続立体交差推進室
街路整備室
土木環境課
道路管理課
道路整備課
交通対策室
公園緑化室
公園緑化室　みどり対策課
公園緑化室　公園管理課
公園緑化室　公園整備課
住宅政策課
住宅改良室
建築営繕室
建築指導室
建築指導室　建築審査課
建築指導室　開発指導課
建築指導室　指導監察課
総務課
医事課

建築部

総合病院事務局

建設局

課（室）名

都市整備部

土木部

健康福祉局
健康部

日
　時　　分

人員配置状況一覧表

チェック
欄

配置人員
日

　時　　分

環境部
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様式4－２

男 女 合計 男 女 合計

総務課
人事教養課
予防広報課
警備課
通信指令室
東消防署
中消防署
西消防署
出納室
経営企画室
総務課
管財課
経理課
お客様サービス課
営業システム課
収納対策課
施設整備課
給水課
維持管理課
配水管理センター
下水道総務課
計画課
事業調整課
水洗化促進センター
業務課
下水道管理課
施設課
建設室
河川課
教育企画室
学校教育推進室
教育センター
人権教育室
総務課
施設整備課
学事課
教職員課
学校給食課
社会教育課
青少年スポーツ室
文化財課

社会教育部

上下水道局
下水道部

教育総務部

教育委員会

学校管理部

上下水道局
水道施設部

総務部

警防部

出納室
上下水道局

上下水道局
水道総務部

日
　時　　分

消防局

人員配置状況一覧表

課（室）名
チェック
欄

配置人員
日

　時　　分
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様式4－２

男 女 合計 男 女 合計

図書館総務室
花園図書館
永和図書館
旭町図書館
長瀬青少年センター
荒本青少年センター
社会教育センター
青少年女性センター
総務課
選挙課
事務局 
事務局 
事務局
庶務課
議事調査課
備考　　ただし各課所管施設を含む

公平委員会事務局
農業委員会事務局

議会事務局

社会教育部

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

日
　時　　分

人員配置状況一覧表

課（室）名
チェック
欄

配置人員
日

　時　　分
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様式5

男 女
総人数就学前小学生中学生成人 ６５歳

以上
要援護
高齢者

要援護
障害者

避難所状況報告書

受信時間 部、班名 発信者受信者

避難所庁舎の
被害状況

備蓄物資の状況

備考

被災者収容状況
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様式5-2

男 女 合計 就学前 小学生 中学生 成人 ６５歳
以上

要援護
高齢者

要援護
障害者

孔舎衙小学校 6,530 2,443 1,222 6,530
孔舎衙東小学校 5,178 1,992 996 5,178
孔舎衙中学校 6,564 2,454 1,227 6,564
小計 18,272 6,889 3,445 18,272
石切小学校 6,408 2,402 1,201 6,408
石切中学校 7,103 2,634 1,317 7,103
小計 13,511 5,036 2,518 13,511

  石切東 11,040 2,208 石切東小学校 5,178 1,992 996 5,178
枚岡西小学校 5,500 2,100 1,050 5,500
枚岡中学校 6,748 2,516 1,258 6,748
小計 12,248 4,616 2,308 12,248

  枚岡東 9,296 1,860 枚岡東小学校 4,420 1,740 870 4,420
縄手北小学校 7,153 2,651 1,326 7,153
縄手東小学校 5,355 2,051 1,026 5,355
縄手北中学校 6,202 2,334 1,167 6,202
小計 18,710 7,036 3,518 18,710
上四条小学校 5,187 1,995 998 5,187
縄手小学校 5,673 2,157 1,079 5,673
縄手中学校 5,684 2,161 1,081 5,684
小計 16,544 6,313 3,157 16,544
縄手南小学校 7,599 2,799 1,400 7,599
縄手南中学校 6,694 2,498 1,249 6,694
小計 14,293 5,297 2,649 14,293
池島小学校 6,466 2,422 1,211 4,044
池島中学校 5,594 2,131 1,066 3,463
小計 12,060 4,553 2,277 7,507

避　　難　　所　　一　　覧　　表

風水害時
有効面積
（㎡）

　　　　月　　　　日　　　　　　　　時　　　　　　分　　　
１次避難所 総面積

(㎡）

震災時
有効面積
(㎡）

収容可能
人員
（人）

  自治連
合会校区

総人口
(人)

避難人員
(人)

  池　島

13,167 2,633

 縄手上四条

13,960 2,792

  縄手南

17,883 3,577

  枚岡西

15,223 3,045

  縄手北

15,256 3,051

  孔舎衙

23,287 4,658

  石　切

12,761 2,552
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男 女 合計 就学前 小学生 中学生 成人 ６５歳
以上

要援護
高齢者

要援護
障害者

  成　和 19,764 3,953 成和小学校 7,811 2,870 1,435 4,941
  鴻池東 9,894 1,979 鴻池東小学校 5,504 2,101 1,051 3,403

弥栄小学校 4,371 1,723 862 2,648
盾津中学校 8,354 3,051 1,526 5,303
小計 12,725 4,774 2,387 7,951

  加　納 11,089 2,218 加納小学校 6,366 2,389 1,195 3,977
北宮小学校 5,092 1,964 982 3,128
盾津東中学校 6,321 2,374 1,187 3,947
小計 11,413 4,338 2,169 7,075
英田北小学校 5,645 2,148 1,074 3,497
英田中学校 7,558 2,786 1,393 4,772
小計 13,203 4,934 2,467 8,269

  英田南 13,022 2,604 英田南小学校 6,937 2,579 1,290 4,358
  玉　川 10,766 2,153 玉川小学校 5,589 2,129 1,065 3,460

岩田西小学校 6,556 2,452 1,226 4,104
玉川中学校 5,589 2,129 1,065 3,460
小計 12,145 4,581 2,291 7,564

  玉　美 8,295 1,659 玉美小学校 4,017 1,606 803 2,411
若江小学校 6,244 2,348 1,174 3,896
若江中学校 6,715 2,505 1,253 4,210
小計 12,959 4,853 2,427 8,106

  花園北 5,226 1,045 花園北小学校 5,206 2,002 1,001 3,204
  花　園 7,827 1,565 花園小学校 5,672 2,157 1,079 3,515

玉串小学校 6,072 2,290 1,145 3,782
花園中学校 6,951 2,584 1,292 4,367
小計 13,023 4,874 2,437 8,149

震災時
有効面積
(㎡）

収容可能
人員
（人）

風水害時
有効面積
（㎡）

　　　　月　　　　日　　　　　　　　時　　　　　　分　　　
１次避難所

総面積
(㎡）

  自治連
合会校区

総人口
(人)

避難人員
(人)

  玉　串

11,586 2,317

  岩田西

12,363 2,473

  若　江

12,810 2,562

  北　宮

10,088 2,018

  英田北

14,165 2,833

  弥　栄

7,139 1,428
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男 女 合計 就学前 小学生 中学生 成人 ６５歳
以上

要援護
高齢者

要援護
障害者

  森河内 10,185 2,037 森河内小学校 5,227 2,009 1,005 3,218
楠根小学校 6,702 2,501 1,251 4,201
楠根東小学校 5,562 2,120 1,060 3,442
藤戸小学校 5,273 2,024 1,012 3,249
西堤小学校 7,240 2,680 1,340 4,560
楠根中学校 7,263 2,688 1,344 4,575
小計 32,040 12,013 6,007 20,027
意岐部小学校 6,159 2,319 1,160 3,840
意岐部東小学
校

12,758 3,040 1,520 9,718

小計 18,917 5,359 2,680 13,558
高井田東小学
校

5,829 2,210 1,105 3,619

新喜多中学校 7,542 2,781 1,391 4,761
小計 13,371 4,991 2,496 8,380
高井田西小学
校

4,074 1,625 813 2,449

高井田中学校 5,639 2,146 1,073 3,493
小計 9,713 3,771 1,886 5,942
長堂小学校 4,389 1,730 865 2,659
長栄中学校 5,872 2,224 1,112 3,648
小計 10,261 3,954 1,977 6,307

  三ノ瀬 5,041 1,008 三ノ瀬小学校 3,098 1,299 650 1,799
太平寺小学校 5,074 1,958 979 3,116
太平寺中学校 5,354 2,051 1,026 3,303
小計 10,428 4,009 2,005 6,419
荒川小学校 4,907 1,902 951 3,005
俊徳中学校 4,964 1,921 961 3,043
小計 9,871 3,823 1,912 6,048

  永　和 5,069 1,014 永和小学校 3,865 1,555 778 2,310
  菱屋西 6,669 1,334 菱屋西小学校 4,238 1,679 840 2,559

風水害時
有効面積
（㎡）

　　　　月　　　　日　　　　　　　　時　　　　　　分　　　  自治連
合会校区

総人口
(人)

避難人員
(人) １次避難所

総面積
(㎡）

震災時
有効面積
(㎡）

収容可能
人員
（人）

  太平寺

6,760 1,352

  荒　川

10,890 2,178

  高井田西

5,082 1,016

  長　堂

8,674 1,729

  意岐部

15,020 3,004

  高井田東

12,794 2,559

  楠　根

45,716 9,143
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男 女 合計 就学前 小学生 中学生 成人 ６５歳
以上

要援護
高齢者

要援護
障害者

  八戸の
里 9,164 1,833 八戸の里小学

校
6,621 2,473 1,237 4,148

八戸の里東小
学校

5,852 2,217 1,109 3,635

意岐部中学校 8,950 3,250 1,625 5,700
小計 14,802 5,467 2,734 9,335
小阪小学校 5,281 2,027 1,014 3,254
小阪中学校 6,314 2,371 1,186 3,943
小計 11,595 4,398 2,199 7,197
上小阪小学校 6,620 2,473 1,237 4,147
上小阪中学校 6,936 2,579 1,290 4,357
小計 13,556 5,052 2,526 8,504
弥刀東小学校 5,632 2,144 1,072 3,488
弥刀中学校 6,594 2,464 1,232 4,130
小計 12,226 4,608 2,304 7,618

  弥　刀 10,036 2,007 弥刀小学校 6,521 2,440 1,220 4,081
  長瀬北 7,534 1,507 長瀬北小学校 6,822 2,541 1,271 4,281

柏田小学校 5,974 2,258 1,129 3,716
柏田中学校 5,874 2,225 1,113 3,649
小計 11,848 4,483 2,242 7,365

  長瀬西 6,651 1,330 長瀬西小学校 5,414 2,071 1,036 3,343
長瀬東小学校 5,088 1,962 981 3,126
金岡中学校 6,420 2,407 1,204 4,013
小計 11,508 4,369 2,185 7,139
長瀬南小学校 6,696 2,499 1,250 4,197
大蓮小学校 6,195 2,332 1,166 3,863
大蓮東小学校 4,986 1,929 965 3,057
長瀬中学校 6,789 2,530 1,265 4,259
小計 24,666 9,290 4,645 15,376

合計 516,942 103,382 合計 484,414 181,313 90,657 342,020

総面積
(㎡）

震災時
有効面積
(㎡）

収容可能
人員
（人）

風水害時
有効面積
（㎡）

　　　　月　　　　日　　　　　　　　時　　　　　　分　　　  自治連
合会校区

総人口
(人)

避難人員
(人) １次避難所

  長瀬南

16,336 3,267

  柏　田

5,624 1,125

  長瀬東

5,622 1,124

  上小阪

11,502 2,300

  弥刀東

10,242 2,048

八戸の里東

8,852 1,770

  小阪

7,572 1,514
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２次避難所

男 女 合計 就学前 小学生 中学生 成人 ６５歳
以上

要援護
高齢者

要援護
障害者

1,948 789 395
14,560 4,015 2,008
16,855 4,589 2,295
16,848 4,587 2,294
2,831 902 451
21,479 5,745 2,873
17,188 4,672 2,336
4,124 1,398 699
4,744 1,680 840
26,222 962 481
13,450 3,738 1,869
1,203 555 278
18,488 4,997 2,499
1,357 375 188
12,997 3,624 1,812
21,181 5,670 2,835
1,552 655 328

３次避難所

男 女 合計 就学前 小学生 中学生 成人 ６５歳
以上

要援護
高齢者

要援護
障害者

33,642 8,328 4,164
11,154 3,030 1,515
8,201 2,440 1,220
24,245 5,649 2,825

28,635 6,527 3,264

149,265 29,044 14,522
51,927 11,985 5,993
50,261 10,852 5,426

　　　　月　　　　日　　　　　　　　時　　　　　　分　　　

有効収容
人員

有効面積 有効収容
人員

　　　　月　　　　日　　　　　　　　時　　　　　　分　　　

近畿大学
大阪商業大学
樟蔭女子大学

有効面積

大阪商業大学付属高校
樟蔭高校
樟蔭東高校
東大阪大学
敬愛女子高校

布施工業高校
近江堂　はすの広場

３次避難所

近畿大学付属高校

楠根　ももの広場
布施北高校
布施　夢広場
布施高校

ドリーム２１
若江岩田　くすのきプラザ
花園高校

四条　やまなみプラザ
城東工業高校
かわち野高校
中鴻池　グリーンパル

総面積

総面積２次避難所

日下　ゆうゆうプラザ
日新高校
枚岡樟風高校
みどり清朋高校
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様式5-3

年月日 摘　　要 受取数量 支出数量 現有数

物　資　受　払　簿

品名
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様式５－４

Ｎｏ

年月日 入所時間 自治会名 住所 氏名 年齢 備考

避　難　所　収　容　者　名　簿
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様式６
月日 指令番号

受信者

男 女 計

全壊

半壊

部分倒壊

全焼

半焼

部分焼

災　害　個　別　概　況　聞　き　取　り　書

    何人くらい

逃げ遅れはいるか。

発信者 発信者住所及び電話番号

要請内容

受付時間

どのようになっているのか

場所

対象

人数

市民被災状況

戸数 世帯数 備考

その他

倒壊

火災
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様式6-2
月日 指令番号

活動人員 備考

発信者 受信者 活動内容受信時間

災　害　個　別　概　況　取　り　ま　と　め

活動着手時間 使用資機材

現場住所 活動班
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様式７

月日 指令番号

指　　　示　　　書

備　　　考

指　　示　　内　　容

発信時間 発信者 受信班名 受信者氏名

活　　動　　方　　針

指　　　示
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様式8-1

Ｎｏ

番号 年月日 団体名
団体代表者氏名

(個人名）
住所 希望職種 手配先 担当者

ボランティア等受付簿(団体用）
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様式8-2

Ｎｏ

番号 年月日 住　　　所 氏　　　名 希望職種 手配先 担当者

ボランティア等受付簿(個人用）
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○  東 大 阪 市 防 災 会 議 条 例  

 

昭 和 42年 3月 30日  

東 大 阪 市 条 例 第 96号  

 

(趣 旨 ) 

第 １条  この条 例 は、災 害 対 策 基 本 法 (昭 和 36年 法 律 第 223号 )第 16条 第 6項 の規 定

に基 づき、東 大 阪 市 防 災 会 議 (以 下 「防 災 会 議 」という。)の所 掌 事 務 及 び組 織 に

ついて必 要 な事 項 を定 めるものとする。 

 

(所 掌 事 務 ) 

第 ２条  防 災 会 議 は、次 の各 号 に掲 げる事 務 をつかさどる。 

(1) 東 大 阪 市 地 域 防 災 計 画 を作 成 し、及 びその実 施 を推 進 すること。 

(2) 本 市 の地 域 に係 る災 害 が発 生 した場 合 において、当 該 災 害 に関 する情 報 を

収 集 すること。 

(3) 前 各 号 のほか、法 律 又 はこれに基 づき政 令 によりその権 限 に属 する事 務  

 

(会 長 及 び委 員 ) 

第 ３条  防 災 会 議 は、会 長 及 び委 員 をもって組 織 する。 

2 会 長 は、市 長 をもって充 てる。 

3 会 長 は、会 務 を総 理 する。 

4 会 長 に事 故 があるときは、あらかじめその指 名 する委 員 がその職 務 を代 理 する。 

5 委 員 は、次 の各 号 に掲 げる者 のうちから市 長 が委 嘱 し、又 は任 命 する。 

(1) 本 市 の区 域 を管 轄 する指 定 地 方 行 政 機 関 の職 員  

(2) 大 阪 府 の職 員  

(3) 大 阪 府 警 察 の警 察 官  

(4) 本 市 の職 員  

(5) 本 市 の区 域 において業 務 を行 う指 定 公 共 機 関 又 は指 定 地 方 公 共 機 関 の役

員 又 は職 員  

(6) 前 各 号 に掲 げる者 のほか、市 長 が防 災 上 必 要 と認 める者  

6 委 員 の定 数 は、50人 以 内 とする。 

7 第 5項 第 4号 に掲 げる者 を除 き、委 員 の任 期 は、2年 とする。ただし、補 欠 の委 員 の

任 期 は、前 任 者 の残 任 期 間 とする。 

8 委 員 は、再 任 されることができる。 
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(専 門 委 員 ) 

第 ４条  防 災 会 議 に専 門 の事 項 を調 査 させるため、専 門 委 員 を置 くことができる。 

2 専 門 委 員 は、学 識 経 験 のある者 又 は本 市 の職 員 のうちから市 長 が委 嘱 し、又 は

任 命 する。 

3 専 門 委 員 は、当 該 専 門 の事 項 に関 する調 査 が終 了 したときは、解 任 されるものと

する。 

 

(幹 事 ) 

第 ５条  防 災 会 議 に、幹 事 若 干 人 を置 く。 

2 幹 事 は、委 員 の属 する機 関 の職 員 のうちから、市 長 が任 命 する。 

3 幹 事 は、防 災 会 議 の所 掌 事 務 について委 員 及 び専 門 委 員 を補 佐 する。 

 

(議 事 等 ) 

第 ６条  この条 例 に定 めるもののほか、防 災 会 議 の議 事 その他 防 災 会 議 の運 営 につ

いて必 要 な事 項 は、会 長 が防 災 会 議 にはかって定 める。 

 

附  則  

この条 例 は、公 布 の日 から施 行 する。 

附  則 (平 成 12年 3月 31日 条 例 第 5号 )抄  

1 この条 例 は、平 成 12年 4月 1日 から施 行 する。 

附  則 (平 成 17年 10月 28日 条 例 第 83号 ) 

1 この条 例 は、公 布 の日 から施 行 する。 

2 この条 例 の施 行 の日 から平 成 19年 1月 31日 までの間 に改 正 後 の東 大 阪 市 防 災 会

議 条 例 第 3条 第 5項 第 6号 の者 のうちから委 嘱 される委 員 の任 期 は、同 条 第 7項 本 文

の規 定 にかかわらず、同 日 までとする。 
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東大阪市防災会議運営規程 

 

（趣  旨） 

第１条 この規程は、東大阪市防災会議条例（昭和４２年東大阪市条例第９６条）第6条の規定に

基づき、東大阪市防災会議（以下「防災会議」という。）の議事及び運営について必要な事項

を定めるものとする。 

 

（会  議） 

第２条 防災会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 委員が、事故のため会議に出席できないときは、あらかじめ書面により会長に通知した上で代

理者を出席させることができる。 

３ 前項の代理者は、委員として議案の議決権を有するものとする。 

４ 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

５ 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（専  決） 

第３条 防災会議が成立しないとき、会長が防災会議を招集するいとまがないと認めるとき、又は、

防災会議において処理すべき事件を議決しないときは、会長は、防災会議が処理すべき件を

専決処分することができる。 

２ 一部の機関のみに関係ある事件について、会長は、該当機関に属する委員と協議して処分

することができる。 

３ 防災会議の処理すべき事件で、特に軽易な事件は、会長が専決処分することができる。 

４ 会長は、前3項の規定により処分したときは、次の防災会議に報告しなければならない。この

場合、第1項及び第2項の規定による処分については、その承認を求めなければならない。 

 

（委  任） 

第４条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営について必要な事項は、会長が定める。 

 

（会議の庶務） 

第５条 会議の庶務は、危機管理室が処理する。 

 

附 則 

この規程は、防災会議において議決した日から施行する。 

（昭和４２．９．１３議決） 

（平成１８．６． ８議決） 

 

9
3
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○東大阪市災害対策本部条例 

昭 和 ４２年 ３月 ３０日 

東大阪市条例第９７号 

 

（趣  旨） 

第1条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条第７項の規定に基づき、

東大阪市災害対策本部（以下「本部」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

 

（組  織） 

第2条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監

督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）その他の職員は、本部長の命を受け、本部の事務

に従事する。 

 

（  部  ） 

第3条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（現地災害対策本部） 

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置

き、災害対策副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 

（委  任） 

第5条 この条例に定めるもののほか、本部について必要な事項は、本部長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年３月31日条例第13号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 
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